
 

 

 

令 和 4 年 度 前 期 

上峰町職員採用募集要項 
 

 

 

 

 

 

 

○職     種   一般事務 

 

○採用予定年月日   令和 4年 10 月 1 日 

 

○第 一 次 試 験   令和 4年 6月 19 日（日） 

 

○受 付 期 間   令和 4年 5月 11 日（水）～令和 4年 6月 3日（金） 

 

 

 

 

 

 

 

佐賀県三養基郡上峰町 

 

受験申込書請求先及び申込先 

 

上峰町役場総務課総務係 

〒849-0123 

佐賀県三養基郡上峰町大字坊所 383 番地 1 

℡(0952)52-2181 



１ 試験区分及び採用予定人数 

試験区分 採用予定 職務内容 

一般事務 

（民間企業等職務経験者枠） 
若干名 一般行政の事務 

一般事務 

(保健師) 
1 名 保健師業務(一般行政の事務を含む) 

一般事務 

（文化財） 
1 名 文化財発掘調査業務(一般行政の事務を含む) 

 

２ 受験資格 

試験区分 学歴職歴・受験資格 

一般事務 

(民間企業等職務経験者枠) 

以下の(1)～(2)のいずれかに該当する者  

(1)民間企業等での職務経験が 3年以上ある者 

(2)ＥＣ(電子商取引)サイト関連の業務経験がある者 

一般事務 

(保健師) 
保健師免許を有する者 

一般事務 

（文化財） 
博物館法に定める学芸員となる資格を有する者 

 

 上記の受験資格があっても次のいずれかに該当する者は、受験できません。 

（1）日本国籍を有しない者 

（2）禁錮以上の刑に処せられ、その執行が終わるまで、又はその執行を受ける 

ことがなくなるまでの者 

（3）上峰町の職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しな

い者 

（4）日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党そ

の他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

 

 

３ 試験の日時、場所、方法及び合格者発表 

  試験は、第一次試験及び第二次試験とし、第二次試験は第一次試験の合格者につ

いて行います。 



（1）第一次試験 

  ア 試験日時 

令和 4年 6 月 19 日（日）午前 9時 30 分集合 

職務基礎力試験 午前 10 時 00 分から 11 時 30 分まで 

      職務適応性検査 午前 11 時 40 分から 12 時 00 分まで 

  イ 試験会場 

上峰町役場（佐賀県三養基郡上峰町大字坊所 383 番地 1） 

ウ 試験の方法 

  ・職務基礎力試験 

    一般的知識、地方自治に関する基礎的な知識、言語力、論理的考察等に

ついて、四肢択一問題（75 問）による筆記試験 

  ・職務適応性検査 

    四件法（150 項目）による適性検査 

  エ 第一次合格者発表 

     令和 4年 7 月中旬（予定）に合格者の受験番号を上峰町役場に掲示するほ

か、上峰町ホームページに掲載します。また、合否については受験者全員に

郵送にて通知します。 

（2）第二次試験 

  ア 日時及び会場 

     令和 4年 7 月下旬に行う予定です。 

     日時及び場所は、第一次試験合格者に通知します。 

  イ 試験の方法 

     面接試験、作文試験及び適性検査を行います。 

  ウ その他 

     受験資格の有無、申込書記載事項の真否について調査します。 

エ 最終合格者発表 

     令和 4年 8 月中旬（予定）に上峰町役場に掲示するほか、上峰町ホームペ

ージに掲載します。また、合否については受験者全員に郵送にて通知します。 

 

４ 合格から採用まで 

（1）最終合格者は、試験区分ごとに作成される採用候補者名簿に登載されます。最

終合格者としての有効期間は名簿登載日から令和 5 年 3 月 31 日までです。なお、

最終合格者は、辞退者数を考慮して決定され名簿に登載されるため、必ず全員が

採用されるとは限りません。 

（2）最終合格後、職務経験期間等の確認のため履歴証明書等を提出していただきま

す。職務経験等が確認できない場合は、採用されません。 

（3）採用候補者名簿に記載された者の中から、入庁の意思を確認した後、上峰町に 

おいて採用者を決定します。 

（4）採用者には、採用通知を発送いたします。 

（5）採用は、おおむね令和 4年 10 月になります。 

 



 

５ 給 与 

（1）給与は、原則として次の額が支給されるほか、期末勤勉手当、時間外勤務手当、

通勤手当、住居手当、その他の手当が上峰町職員の給与に関する条例に基づき支

給されます。 

（2）勤務経験がある場合は、経験年数に応じて給与を算出します。 

（3）勤務経験が複数ある場合は、通算できます。 

（4）職務経験年数の通算は令和 4年 4月 30 日までで行います。 

 

区 分 大学卒程 度 短大卒程 度 高校卒程 度 

初任給月額 

行政職 1級 21 号 

本 俸 

172,200 円 

行政職 1級 13 号 

本 俸 

160,400 円 

行政職 1級 5号 

本 俸 

150,700 円 

 

６ 受験手続及び受付期間 

（1）申込書等の交付 

    申込書及び試験案内は、上峰町役場総務課で交付します。 

    郵便で請求する場合は、封筒の表に「採用試験申込書請求」と朱書きし、 120

円切手を貼った宛先明記の返信用封筒（角型 2 号）を同封して、上峰町役場総

務課にお送りください。 

（2）申込先及び申込手続き 

    申込書に必要事項を記入し、63 円切手を貼り、写真欄に 6 ヶ月以内に撮影し

た本人の写真を貼って、上峰町役場総務課に持参するか、役場総務課あてに郵

送してください。 

    ただし、郵便で申し込む場合は必ず配達証明郵便にしてお送りください。 

（3）受付期間 

    令和 4年 5月 11 日（水）から令和 4年 6月 3日（金）までの期間、土・日曜

日を除く午前 8時 30 分から午後 5時 15 分まで受付けます。 

    郵送の場合は、締切日（令和 4年 6月 3日（金））の消印のあるものまで受付

けます。 

 

７ 問い合わせ先 

   上峰町役場 総務課 総務係 

   住 所 〒849-0123 佐賀県三養基郡上峰町大字坊所 383 番地１ 

   電 話 (0952)52-2181 

   E-Mail soumu@town.kamimine.lg.jp 
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